
届

〒 569-8503

住　所  　　高槻市桃園町２番1号

(ﾌﾘｶﾞﾅ）　　タカツキ　タロウ

氏　名　　　高槻　太郎

電　話　０７２－６７４－７１１０

開始

休止
廃止

個

個

個

０ ０ ７ － ０ ０ ０ ９ ７ － ０ ８

新

築

 □下水道使用料未徴収

４

令和　  ５　年  ８   月 　１  日

□ その他 （　　　  　　　　　）

２　番　　　　    １   号

　マンション等集合住宅の場合は、その名称

　桃園マンション

　令和　５　年　８　月　１　日

届出人

（宛先）高槻市企業管理者

開　始
休　止

使 用 水 の 種 類

使    用 　年 月 日

廃　止
公共下水道使用

□　無〔

７

大便器

８ ０ ８ ９ ３
 □下水道使用料賦課済み

廃　止
しますので、高槻市下水道条例第１２条第１項

　の規定により届け出ます。

設 置 場 所

　次のとおり公共下水道の使用を

水 道 使 用 者 番 号

使 用 者

□ 上水道 □ 井 戸

〕

処理欄

（入力） （確認）

４１

※ 番号はすべて左詰、複数時は別紙記載の事

施 工 業 者 名

８
□本書のみ

※　届出人は、下記の欄には記入しないでください。

５ ６

□複数につき別紙記載（全　　            件）

小便器

兼用便器

３桃園水道㈱
確認
番号 ２

－０ ２

第11号様式

水 道 水 栓 番 号

水 道 メ ー タ ー 番 号 ６ ８

水 洗 便 所 の 有 無 □　有

開　始
休　止

　高槻市　　　桃園町

提出日


